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事 務 所 だ よ り  

 

令和２年６月号  

      ～新型コロナウイルスに関する企業の対応や休業対策等、情報提供を行っていきます～ 

３月号より新型コロナ感染症に関連する助成金や休業の取り扱い等紹介してまいりました。 

今回は、個人向けに出されている支援策は何なのか？企業向けに出されている支援施策はどういったものがあるの

かということで個人、法人に関する給付金、助成金、補助金施策としてまとめましたのでご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症に関する情報は日々補助や助成の範囲拡大などが起こっている状況ですので、掲載公開

時点による差異がある場合がございますのであらかじめご了承ください 

【個人向け】特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)  

すでに申請用紙が届いている方もいらっしゃると思いますが、こちらは２０２０年４月２７日を

基準日に住民基本台帳に登録されている全ての人、つまり個人に対して一律で 10 万円支給されるものになります。

なお受付および給付開始日は各市区町村において決定されます。申請方法は郵送方式とオンライン申請となります。

郵送方式は、各市区町村から受給者宛に郵送された申請書に振り込み先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本

人確認書類の写しとともに市区町村に郵送するやり方です。一方でオンライン申請に関してはマイナポータルより

振込先口座を入力したうえ、振込口座の確認書類をアップロードし電子申請を行います。オンライン申請に関して

はマイナンバーカードを持っている方が対象となります。 

【個人事業主向け】小学校等の臨時休業に対応する保護者支援  

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等

に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための

新たな支援金を創設しました。令和 2年 2月 27日から 6月 30日までの間に就業できなかった日について１日当たり

4,100 円が支給されます。申請期限は令和 2年 9 月 30 日までとなっております。最寄りの労働局へご相談ください。 

【個人事業主・法人向け】持続化給付金 

5 月 1 日より受付が開始しました！申請は原則、特設サイトでの電子申請となってます。 

対象者 以下のすべてを満たす者 

・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で 50％以上減少している者 

・資本金 10 億円以上の大企業を除き中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む

個人事業者や医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても対象 

受給金額上限 個人事業者：100 万円  法人：200 万円 
計算方法 前年の総売上－（前年同月比▲50％月の売上×１２カ月） 

【個人事業主・法人向け】雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症特例措置） 

雇用調整助成金の特例が 5 月 1 日にさらに拡充され、休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し

ている場合で休業手当全体の助成率を 100％とします。また、上記に該当しない場合でも休業手当の支払率 60％を超

える部分の助成率を特例的に 100％とします。5 月 20 日よりオンライン申請も可能となりました。また小規模事業

所（20 人以下）については申請が簡素化されてますので、該当する企業さんはぜひ申請されてみてください。 

対象事業者 雇用保険に加入しており、新型コロナ感染症の影響により売上が前年同月比で 5％以上減少 

対象者 雇用保険被保険者、被保険者でないパート・アルバイトも対象 

助成率 中小企業：4/5（9/10） 大企業： 2/3（3/4）   ※4/1 以降の休業については 10/10 

助成上限金額 1 日当たり 8,330 円 
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【雇用調整助成金申請の具体的な準備】 

１．申請を提出する前月の売上高または生産量（売上から費用を引いた利益ではありません）が前年同月に比べて５％

以上減少していることが前提です。その場合の書類としては、前年度分は決算書類で売上が判る書類を、今年度分

は会社で作成されている売上帳等の書類で構いません。税理士事務所に月次監査を急ぎ依頼される

必要はありません。それぞれの士業が顧問先企業を守るために尽力されていますので、負担をかけ

ず今ある書証で行きましょう。 

２．雇調金の額は、雇用保険に加入している方に支払った昨年度の年間支給総額を（平均雇用保険加入者人数×年間

所定労働日数）で除して求めます。全職員を平均して一人 1日あたりの金額（A)を求めることになります。 

３．次に具体的助成額は、A 円×休業手当支給率（各人の平均賃金の 60％以上）×助成率≦8,330円（15,000 円に見

直し予定です） 

４．中小企業の助成率は、3月 31 日までの休業は 2/3、4 月 8 日を含む期間は 8/10(解雇をしていなければ 9/10、60％

を超える分は 10/10)です。要約すると休業手当支給率 100％の場合は解雇をしていなければ上記 Aの 94％が支給

されます。支払った休業手当額の 94％ではありません。 このことで Aの金額より平均賃金額が少ない方の場合

には、支払った休業手当より貰った助成額が多いという場合もあります。 

更に県の休業要請に応じた業種の場合(飲食業、パチンコ業など)で 100％支払った場合には 60％の分も含めて休

業手当全体の 10/10となります。全額助成金が出るとの誤解がありますので、要件があり該当すればという事です。 

５．逆サヤがでることに気づいたからでもないでしょうが、おおむね 20 人以下の会社向けに「手続きの簡素化」し

た支給様式を 5 月 19日にアップしています。この様式を使うと、助成額の計算方法が「実際に支払った休業手当

額×助成率」となっており、逆サヤが発生しないようになっています。20人以下の会社でも従来の様式を使うこ

とも可能です。（弊職は「5 月 19日以前に準備して頂いており従来の様式で申請します」と対応するつもりです） 

６．タイムカード又は出勤簿に、休業した日は「休業」、短時間休業場合は「〇H 休業」と明記して下さい。 

７．賃金台帳の、勤怠項目に「休業日数」「休業時間」を、支給項目に「休業控除」「休業手当」を作成して下さい。 

８．月給制の方は、休業した日数や時間数に応じて通常の不就労控除（欠勤・遅刻早退控除）の計算をして「休業控

除」として「マイナス入力」をして下さい。更に休業手当支給率に応じた金額を「休業手当」として支給して下さ

い。支給率 100％の場合は休業控除と休業手当が同額となり、休業しても満額の支給となります。支給率 80％の場

合には、休業控除額に 80％を乗じた金額が休業手当とする方法が簡便です。 

９．時給制の場合は、通常の勤務に対する給与は通常のとおり計算して、「休業時間」に応じた「休業手当」を支給

して下さい。通常の賃金と「休業手当」を分けて表示することが肝要です。 

10．添付書類としては、 

①休業計画届は 5月 19日以降から省略されました。 

②休業実績一覧表の作成 

③休業等支給申請書・助成額算定書 ※助成額算定には、上記２の内容が必要ですので、不明な場合にはお問合せ下さい。 

④休業した期間前 3ヶ月と休業した月の、タイムカードと賃金台帳 

⑤就業規則・給与規程 

⑥労働条件通知書又は労働契約書  

 

労働局の窓口担当者の方は、非常に激務で疲れ切っておられます。毎日毎日同じことを説明するだけ

でも大変なのに、お金が絡むことですからどうしても感情的になりがちです。ねぎらいの声掛けと落

ち着いた対応を心がけていますが、内容によっては無理な場合もあります。居酒屋のトイレで見た「だって人

間だもの」を思い出し、あいだみつおさんも言ってたしと弁解さがし・・・。 

今月も「お遍路にて・・・」はお休みします。次号をお楽しみに！ 


